
この PDF パッケージには複数のファイルが含まれています。
PDF パッケージに含まれる文書の閲覧、作業には、Adobe Reader または Adobe Acrobat の 
バージョン 8 以降のご使用をお勧めします。最新バージョンにアップデートいただくと、 
次のような利点があります。

•  効率的で、統合された PDF 表示

•  簡単に印刷

•  クイック検索

最新バージョンの Adobe Reader をお持ちでない場合

ここをクリックして最新バージョンの Adobe Reader をダウンロードできます

既に Adobe Reader 8 をお持ちの場合
この PDF パッケージ内のファイルをクリックして表示できます。

http://www.adobe.com/jp/products/acrobat/readstep2.html




A　医療分野 /2009/kakuho/bunrui.htm#p


　A-１　新型インフルエンザ等医療型／2(1)重大・緊急医療系


医療従事者 病院、一般診療所職員 病院（※1）  8,605  1,909,737


一般診療所（※1）  99,547  728,666


訪問看護事業（※2）  5,119  43,330


医療従事者及び医薬品関連業者（薬局の
み）


薬局 医薬品・化粧品小売業（※3）  54,780  145,603


医療関係者（病院、一般診療所全従業員数）　　計  168,051  2,827,336


　A-2(2)介護・福祉系


介護・福祉従事者 老人福祉・介護事業 老人福祉・介護事業（※4）  233,882  2,105,680


1,515,436(※5)


児童福祉事業等 児童福祉事業（※6）  57,613  692,922


障害者福祉事業 障害者福祉事業（※7）  58,584  726,372


358,865（※8）


保護施設 保護施設（※9）  299  6,311


福祉・介護従事者　計  350,378  3,531,285


（注１）本資料は特定接種の登録事業者候補の業種の概数を示すものであり、以下の業種は登録事業者の全体像を示すものではな
い。


事業所数（箇所） 従業員数（人）業種小分類（第一次案の区分）
統計
分類


第一次案の区分に近い
産業分類上の区分


登録事業者となる業種・職種


（※1）　H23医療施設等調査（常勤換算数）　（※2）　H22介護サービス・施設事業所調査（訪問看護ステーションに係るデータのみ記載）
（※3）　事業所数：（薬局のみ）H23衛生行政報告例　従業員数：H22医師・歯科医師・薬剤師調査


登録事業者候補の業種の概数  　「平成21年　経済センサス（基礎調査）事業所に関する集計」総務省　に基づく概数


（注２）下記の従業員数の一部には公務員も含まれている。


（※4）H22介護サービス施設・事業所調査　 （※5）常勤換算数　（※6）H23社会福祉施設等調査等（一部常勤換算数を含む）　（※7）H23社会福祉施設等調査　（※8）常勤換算数
（※9）H21社会福祉施設等調査（常勤換算数）


　


特段の記載（※の記載）があるもの以外は、経済センサスに基づく数値を採用


社会機能分科会（第７回）


資料４


－1－







B　国民生活・国民経済安定分野
　B-１　指定型　＆　2(1)　指定同類型


電気業、電気事業関係者 33 電気業  1,907  148,753


ガス事業者、ガス業関連者 34 ガス業  604  37,598


鉄道業 42 鉄道業  5,275  275,173


空港管理者 空港管理者及び空港機能維持者 485
運輸施設提供業（鉄道・道路・ふ頭等の運輸施設を
含む）  877  26,898


日本銀行 日本銀行 621 中央銀行  46  4,739


郵便事業者 郵便事業者 49 郵便業（信書便事業を含む）  3,692  261,055


医薬品製造販売業、医薬品製造業 165 医薬品製造業  1,556  136,573
医薬品一般販売業、薬種商販売業、配置販売業、
特例販売業


552 医薬品・化粧品等卸売業  21,893  312,751


医療機器関連業者


医療機器製造販売業者、医療機器製造業者、医療機器
修理業者、医療機器賃貸業者、医療機器販売業者（※
10


 447,277  66,968


電気通信業 37 通信業（固定電気通信業,移動電気通信業,電気
通信に附帯するサービス業）  8,917  191,220


道路旅客運送業 43 旅客自動車運送業（バス事業者計）  4,421  164,977


431 一般乗合旅客自動車運送業 (1,993) (116,517)


433 一般貸切旅客自動車運送業 (2,428) (48,460)


道路貨物運送業 44 道路貨物運送業（トラック事業者計）  69,939  1,723,077
441 一般貨物自動車運送業 (67,026) (1,661,505)


442 特定貨物自動車運送業 (2,913) (61,572)


航空事業者 航空運送事業者 46 航空運輸業  813  53,005


水運業 45
水運業（外航海運業、沿海海運業、内陸水運業、船
舶貸渡業計）  3,869  54,285


報道機関職員 放送業 381 公共放送業（有線放送業を除く）  75  14,773


放送業 382 民間放送業（有線放送業を除く）  824  32,782


新聞業 413 新聞業  1,701  58,349


金融事業者 銀行 622 銀行（中央銀行を除く）  15,416  424,410


指定型＆指定同類型   計  589,102  3,987,386


電気通信事業者


鉄道事業者


ガス事業者


第一次案の区分に近い
産業分類上の区分


電気事業者


内航・外航海運業事業者


貨物自動車運送事業者（トラック事業者）
　【道路旅客・貨物運送業者】


業種小分類（第一次案の区分）


旅客自動車運送事業者（バス事業者）
　【道路旅客・貨物運送業者】


医薬品関連業者


統計
分類業　　種


（※10）従業員より事業所が多いのは、１つの企業において、製造業、販売業等の複数の許可等をとっていることによる。


事業所数（箇所） 従業員数（人）


－2－







　B-2(2)　社会インフラ系


石油事業者 石油精製業、石油精製業関連者 171 石油精製業 140 17,165


石油販売事業者 533 石油・鉱物卸売業 5,789 65,531


熱供給事業者 熱供給事業者、熱供給事業関連者 351 熱供給業  226  2,566


金融証券決済事業者 ※経済センサス上に分類なし - -


　社会インフラ系　計  6,155  85,262


C　その他＜Ｐ＞


金融事業者 保険会社等 67 保険業（保険媒介代理業等を含む）  49,410  675,480


証券会社等 651 金融商品取引業（証券会社等）  4,256  100,680


情報システム関連事業者 ソフトウェア業 391 ソフトウェア業  31,031  914,407


情報処理・提供サービス業 392 情報処理・提供サービス業  7,523  185,252


石油事業者 LPガス販売事業者 605 燃料小売業（LPガス、ガソリンスタンド）  56,548  394,418


食料品製造業者 食料品製造業（穀物、パン、缶詰等）
精穀・製粉業、パン・菓子製造業、野菜缶詰等製造
業  14,148  367,271


096 精穀・製粉業 (1,342) (17,797)


097 パン・菓子製造業 (9,364) (283,376)


093 野菜缶詰等製造業 (3,442) (66,098)


生活必需品・衛生用品関連業者（※10） 生活必需品・衛生用品関連業者　(せっけん、洗
剤、ごみ用ビニール袋、紙おむつ、マスク等）


生活必需品・衛生用品関連業者（※
11）  246  8,563


食料品・生活必需品販売・流通関係者 食料品流通関係者 522 食料・飲料卸売業  41,711  466,490


食料品・生活用品小売業 58 飲食料品小売業  377,561  3,212,008


561 百貨店・総合スーパー  2,769  592,837


倉庫業者 倉庫業 47 倉庫業  11,005  200,372


火葬・埋葬管理業 火葬・埋葬業 795 火葬・墓地管理業  1,790  8,680


冠婚葬祭業 葬儀業・冠婚葬祭互助会
79A
79C


葬儀業・冠婚葬祭互助会  9,388  99,268


廃棄物処理業者 廃棄物処理業 882 産業廃棄物  8,757  106,222


　その他＜P＞　計  616,143  7,331,948
（※11）生活必需品のうち、公表されている統計であるせっけん及び洗剤のみを記載　（※11）工業統計調査　H22確報産業編


業種小分類（第一次案の区分）
統計
分類


第一次案の区分に近い
産業分類上の区分


登録事業者の候補となる業種 事業所数（箇所） 従業員数（人）


－3－







A　医療分野　　 518,429 6,358,621


B　国民生活・国民経済安定分 + C その他＜Ｐ＞ 1,211,400 11,404,596


事業所数（箇所） 従業員数（人）


－4－
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新型インフルエンザワクチンに関する意識調査（速報） 


 


調査実施期間 2012 年 12 月 21 日～2012 年 12 月 24 日 


調査対象 インターネット調査会社「マクロミル」社の登録モニター 


調査方法 Web アンケート調査 


有効回答数 3134 


 


回答者の属性 


 


 


※年齢・性別は、国勢調査の人口比と同一となるよう調整を行った 


男性


48.1%女性


51.9%


性別


(n=3134)


20才～29才


13.0%


30才～39才


17.3%


40才～49才


16.1%50才～59才


15.8%


60才以上


37.7%


年齢


(n=3134)


社会機能分科会（第７回）


参考資料 
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※地域ブロックについて、国勢調査の人口比と同一となるよう調整を行った 


 


[Q1]あなたは、近い将来、重症化しやすい新型インフルエンザが発生して、世界中で大


流行が発生し、大きな被害が生じることについて、不安を感じていますか。 


 


 


 


  


地域
回答者数 ％


北海道 145 4.6
東北地方 235 7.5
関東地方 1031 32.9
中部地方 571 18.2
近畿地方 506 16.1
中国地方 187 6.0
四国地方 105 3.4
九州地方 354 11.3


計 3134 100.0


職業
単一回答 回答者数 ％


会社員（管理職） 162 5.2
会社員（事務職） 288 9.2
会社員（技術・専門職） 306 9.8
会社員（その他） 196 6.3
公務員・団体職員 127 4.1
自営業 238 7.6
パート・アルバイト 420 13.4
学生 114 3.6
専業主婦（夫） 755 24.1
無職 458 14.6
その他 70 2.2


計 3134 100.0


とても不安であ


る


16.0%


やや不安である


58.5%


どちらともいえ


ない


15.4%


あまり不安では


ない


9.0%


全く不安で


はない


1.1%


(n=3134)
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 [Q2]仮に、感染したら重症化しやすい新型インフルエンザが発生し、国内で発生、まん


延した場合、2 か月間程度の流行期間、2 週間程度のピーク期間があると想定します。 


この流行期間中、あなたは勤務先に出勤しますか。 


（あなたご自身が新型インフルエンザを発病しておらず、勤務先からの特別の指示がないと想定し


てください。現在働いていない場合は、働いている場合を想定してお答えください。 ） 


 


 


 


 


 


 


  


出勤する


18.8%


多分出勤


すると思う


42.2%


どちらとも


いえない


19.7%


多分出勤


しないと


思う


10.9%


出勤しな


い


8.3%


(n=3134)


出勤す


る, 30.0%


多分出


勤すると


思う, 


45.3%


どちらと


もいえな


い, 13.2%


多分出


勤しない


と思う, 


8.3%


出勤しな


い, 3.2%


出勤する, 


21.9%


多分出勤


すると思


う, 49.5%


どちらと


もいえな


い, 17.9%


多分出勤


しないと


思う, 


7.6%


出勤しな


い, 3.1%


［Q2］会社員・公務員に回答を限定した場合 


 （n＝1079） 


［Q2］パート・アルバイトに回答を限定した場合 


 （n＝420） 
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[Q3]重症化しやすい新型インフルエンザが発生し、国内でまん延した場合、2か月間程度


の流行期間が予想されています。この流行期間中、あなたが出勤しないとしたら、ど


のような理由ですか。（複数回答可） 


 


 


 


  


83.7 


62.6 


20.8 


15.3 


68.7 


19.7 


13.9 


11.5 


1.2 


3.9 


0% 20% 40% 60% 80% 100%


あなたご自身が新型インフルエンザを発病したとき


家族が発病して他に看病する人がいないとき（看


病のため）


子どもの保育所や学校が閉鎖されたとき（育児の


ため）


家族が利用している介護・福祉施設等が閉鎖され


たとき（介護のため）


勤務先からの指示で在宅勤務・自宅待機となった


とき


勤務先で新型インフルエンザの発症者が出たとき


（会社からの指示がない場合）


新型インフルエンザにかかりそうで外に出るのが


怖いとき


新型インフルエンザの流行のためにお客さまが減


るなど、仕事にならないと思ったとき


その他


わからない


(n=3134)


［Q3］会社員に回答を限定した場合 （n＝1079） 


3.0%


0.2%


7.5%


7.2%


15.0%


69.5%


7.3%


12.1%


57.0%


84.8%


0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%


わからない


その他


新型インフルエンザの流行のためにお客さまが減るなど、仕


事にならないと思ったとき


新型インフルエンザにかかりそうで外に出るのが怖いとき


勤務先で新型インフルエンザの発症者が出たとき（会社から


の指示がない場合）


勤務先からの指示で在宅勤務・自宅待機となったとき


家族が利用している介護・福祉施設等が閉鎖されたとき（介


護のため）


子どもの保育所や学校が閉鎖されたとき（育児のため）


家族が発病して他に看病する人がいないとき（看病のため）


あなたご自身が新型インフルエンザを発病したとき
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[Q4]次に示す業務に従事する方について、医療体制や国民生活を維持するために、新型


インフルエンザ発生時にワクチンを一般住民より先に接種することに、賛同できます


か？ 業務ごとにお考えに近いものをお選びください。（それぞれ 1 つずつ） 


 


 


 


 


 


 


 


68.0 


48.3 


48.8 


24.5 


29.0 


22.4 


16.4 


14.1 


12.2 


25.7 


17.6 


15.2 


19.8 


45.0 


35.4 


8.8 


27.5 


36.7 


39.6 


40.7 


44.3 


40.4 


32.4 


32.8 


26.8 


38.0 


35.1 


28.7 


33.0 


36.3 


36.3 


19.3 


3.6 


12.7 


9.5 


28.8 


21.8 


30.2 


38.2 


37.7 


38.3 


28.0 


35.5 


39.9 


34.0 


14.3 


20.1 


35.2 


0.5 


1.7 


1.3 


4.7 


3.7 


5.6 


10.2 


12.0 


15.0 


6.3 


9.1 


12.1 


10.0 


3.1 


5.2 


17.8 


0.3 


0.6 


0.8 


1.2 


1.1 


1.4 


2.8 


3.4 


7.7 


2.0 


2.6 


4.1 


3.2 


1.3 


3.0 


18.9 


0% 20% 40% 60% 80% 100%


医療関係者（医師・看護師等）


医薬品製造・販売（医薬品・ワクチン製造等）


介護・福祉（介護度の高い方の介護等）


インフラ（電気・ガス・水道等）


公共交通（鉄道・バス等）


貨物運送（陸上・航空・海上輸送等）


通信（固定・携帯電話、インターネット回線等の維持）


金融（銀行・証券・保険）（現金供給、死亡・入院保険等）


報道機関


食料品製造・販売（食品メーカー、スーパー等）


生活必需品等製造・販売（トイレットペーパー・マスク等）


火葬・埋葬


廃棄物処理（医療廃棄物等）


治安維持（消防・警察・自衛隊等）


国・自治体の危機管理（新型インフル対策本部等）


国会議員・地方議会議員


とても賛同できる 賛同できる どちらともいえない／わからない 賛同できない 全く賛同できない
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[Q6]医療体制の維持や国民生活の安定に寄与するために、特定の職業の方に、一般住民


より先に接種する場合、どの程度の人数が妥当だと思いますか。 


※日本人全体の人口は約 1 億 2800 万人、就業人口は約 6000 万人です。 


 


 


 


[Q7]特定接種者は、新型インフルエンザの感染が拡大している状況下でも、出勤するこ


とを事業主から求められることが想定されますが、仮に、あなたが特定接種の対象者と


なった場合、ワクチンの接種を希望しますか。 


 


 


 


0人


0.6%


300万人程度


（医療関係者の人


数に相当。人口の


2.5％程度）


15.5%


600万人程度


（人口の5％程度）


21.6%


1，000万人程度


（国で毎年備蓄し


ているワクチンの


量）


16.8%


1，200万人程度


（人口の10％程度）


7.8%


2，400万人程度


（人口の20％程度）


10.7%


その他


1.7%


わからない


25.4%


(n=3134)


希望する


62.0%
どちらかというと


希望する 16.2%


どちらともいえ


ない


14.6%


あまり希望しな


い


3.0%


希望しない4.2%(n=3134)
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[Q8]あなたの現在の状況にあてはまるものをお選びください。（複数回答可） 


※あなたご自身から見た続柄でお答えください。 


 


 


 


[Q9]引き続きお伺いします。あなたの現在の状況にあてはまるものをお選びください。※複数


あてはまる方も、最もあてはまるものを 1つお選びください。 


 


21.0 


15.1 


11.6 


30.1 


39.5 


0% 20% 40% 60% 80% 100%


未就学児の子ども・孫がいる


小学生の子ども・孫がいる


中・高校生の子ども・孫がいる


大学生など上記以外の子ども・孫がいる


子ども・孫はいない


(n=3134)


介護すべき方がお


り、同居中である


5.7% 介護すべき方がお


り、別居中である


11.3%


介護すべき方はい


ない


83.0%


(n=3134)
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新型インフルエンザ等対策有識者会議


社会機能に関する分科会 (第 7回 )


議 事 次 第


日時 :平成 24年 12月 27日 (木)13ЮO～ 15Ю0


場所 :内閣府本府仮庁舎 2階講堂


1.開会


2.議事


(1)介護・福祉事業ヒア リング


(2)特定接種対象者の選定について


(3)有識者会議 中間とりまとめに向けての対応等について


(4)その他


3.閉会


【配布資料】


資料 1 介護・福祉事業者提出資料


資料2 登録事業者 :特定接種対象者の基準の考え方について


資料3 社会機能分科会中間とりまとめ (骨子)


資料4 登録事業者候補の業種の概数


参考資料 新型インフルエンザワクチンに関する意識調査 (速報)












□現在策定しているＢＣＰの前提条件 （流行期間、職員の欠勤率の想定など）


・ 職員本人の罹患や家族の罹患によって、職員の40％程度が欠勤する。
・ 全人口（≒在宅サービス利用者）の約25％が罹患する。
・ 流行が各地域で約8週間続く。
・ 高齢者の生活そのものを支えている事業であり、できる限り継続することが基本。


・ 在宅サービスを縮小、停止する場合、入所サービスをはじめとする他のサービスで代替（フォローアップ）することが不可欠となる。


【介護・福祉】事業継続計画概要（基本情報）


1


□各業界のＢＣＰ策定状況 （業界ガイドライン、代表的各社の策定状況など）


福祉施設における新型インフルエンザ対策の手引き（平成21年12月）


□各業界の業務概要 （特に特殊技術・技能を必要とする業務の有無・内容、必要不可欠な委託事業者等との関係など）


福祉サービスの基本的理念（社会福祉法第３条）


福祉サービスは、個人の尊厳の保持を旨とし、その内容は、福祉サービスの利用者が心身ともに健やかに育成され、又はその有する能力に応じ自立した日常
生活を営むことができるように支援するものとして、良質かつ適切なものでなければならない。
介護福祉士


介護福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもって、身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につき心身の状況
に応じた介護（「喀痰吸引等」を含む）を行い、並びにその介護者に対して介護に関する指導を行うこと（「介護等」）を業とする者をいう（「社会福祉士及び介護福
祉士法第二条第２項）


□事業継続に向けて実施している主な社内対策
（例：介護老人福祉施設の運営基準 第27条衛生管理等）
第２項 感染症又は食中毒が発生し、又は蔓延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
一 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職


員その他の従業者に周知徹底を図ること。
二 感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のための指針を整備すること。
三 介護職員その他の従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のための研修を定期的に実施すること。
四 前三号に掲げるもののほか、別に厚生労働大臣が定める感染症及び食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順に沿った対応を行うこと。（平成


18年厚労告268）


・ 独自の取り組みとして、職員や家族等の来訪者が事業所内に立ち入る際の手洗い、うがいの徹底や業務手順に即したマスクや防護服の着用及び生活環
境の消毒徹底の標準化。


社会機能分科会（第７回）


資料１







□優先業務の考え方：


・ 介護保険法及び「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準」の定め（＝ 低基準）を遵守することを 低限守るべき業務レベルとする。


・ その上で、利用者の生命維持に重大・緊急の影響がないと考えられる業務（例、入浴、レクリエーション、機能訓練）については状況に即して斟酌する。


・ 通所・訪問系サービスの提供状況によって優先業務の濃淡と従業員数が変動する。


優先業務
（または必要不可欠な有資格者の業務）


業務内容
（新型インフルエンザ対策との関連を含めて記載してください）


従業員数


（全従業員に占め
る割合）


そのうち代替不
可能な従業員


の割合


1.健康管理及び療養上の世話
（運営基準第１条の２、第18条他）


・ 医師・看護職員、特定の介護職員による利用者の痰の吸引、胃ろう


に等よる経管栄養の実施。


・ 糖尿病を有する要介護高齢者に対するインシュリン注射


・ 利用者の服薬管理、健康管理及び急変時の対応


13.1％ 100％
（有資格者のため）


2.調理（食事の提供）
（運営基準第14条）


・ 運営基準では、栄養並びに入所者の心身の状況及び嗜好を考慮した
食事を適切な時間に（適温で）、かつ、可能な限り離床して食堂で摂る
ことを支援しなければならない、と規定。


・ 通常食のほか、利用者の状態に即した介護食（きざみ食、アレルギー
対応食など）の提供が必要となる。


・ 職員の状況等によって保存食の活用による対応等も想定する。


13.1％
100％


（業務委託して
いない場合）


3.食事、排泄、入浴等の介護
（運営基準第13条～18条）


・ 介護は、入所者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう、入
所者の心身の状況に応じて、適切な技術をもって行わなければならな
い。


・ １日３回の食事介護に加え、入浴又は清拭は１週間に２回以上、排せ
つの自立に必要な援助、おむつの適切な取り替え、褥瘡予防の体制
整備、離床・着替え・整容 ⇒ 低基準を下回ることなく可能な限り
発災前水準を維持


63.9％ 100％


4.清掃、環境整備（消毒）


（運営基準第27条）


・ 入所者の使用する食器その他の設備等について衛生的な管理に努め、
又は衛生上の措置を講ずるとともに、医薬品及び医療機器の管理を
適正に行わなければならない。


・ 介護職員、看護職員がそれぞれの業務に付随して清掃、消毒（手すり
や、ドアノブ、トイレなど）などを都度施している（業務基準）。


（上記に含む）％ ―％


【特別養護老人ホーム（入所施設）】事業継続計画概要（優先業務）
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※各業界の標準例、代表的な個社の例、いずれでも結構です。ページを増やしても結構です。







□縮小業務の考え方：


・ 介護サービス実績管理、介護報酬請求業務といった事務・管理業務（間接業務）は縮小する。


・ 利用者の生命維持に重大・緊急の影響がないと考えられる業務（例、入浴、レクリエーション、機能訓練）については状況に即して回数を減らす等の対応。


・ 付設する短期入所事業（ショートステイ）について、介護者のレスパイトを理由とした利用を休止（縮小）する（在宅サービスの縮小による影響


の受け皿とする。）


【特別養護老人ホーム（入所施設）】事業継続計画概要（縮小業務）
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※各業界の標準例、代表的な個社の例、いずれでも結構です。ページを増やしても結構です。


縮小業務 業務内容
従業員数


（全従業員に占める割合）


1.施設管理部門における業務


・ 介護サービス実績管理、介護報酬請求業務


・ 研修、教育、各種委員会活動 など
1.6％


2.社会生活上の便宜の提供等
（運営基準第16条）


・ 利用者のレクリエーション、利用者に代わって行う行政機関等に対す
る手続き、利用者とその家族の交流等の機会確保、利用者の外出の
機会確保、などの一部（実施回数の制限） （前出職員の業務の一部）％


3.機能訓練.


・ 日常生活を営むに必要な機能を改善し、又はその減退を防止するた
めの訓練の一部（実施回数の制限）


（前出職員の業務の一部）％


4.短期入所事業（ショートステイ）


・ 付設する短期入所事業（ショートステイ）について、介護者のレスパイト
を理由とした利用を縮小・休止し、在宅事業（訪問介護・通所介護）の
抑制に伴い、在宅での生活が困難になったサービス利用者を受け入
れる。


（前出職員の業務の一部）％







□優先業務の考え方：


・ 認知症や（日中）独居要介護高齢者といった生命維持のためには訪問介護サービスを欠かすことのできない利用者に対して必要量を維持して継続する。


・ 短期入所（ショートステイ）や通所介護事業（デイサービス）の抑制・休止により、在宅での生活が困難になる利用者への訪問介護での援助を行う。


優先業務
（または必要不可欠な有資格者の業務）


業務内容
（新型インフルエンザ対策との関連を含めて記載してください）


従業員数


（全従業員に占め
る割合）


そのうち代替不
可能な従業員


の割合


1.利用者の状態変化の把握、


訪問介護計画の変更等


・ サービス提供責任者（介護福祉士等、厚生労働大臣が定める
者）が行うサービス利用の申込みに係る調整、利用者の状態の変
化の把握、サービス担当者会議への出席等による居宅介護支援
事業者（ケアマネ業務）等との連携確保、といった業務はインフル
エンザまん延期において重要になる。


11.1％
100％


（有資格者のため）


2.訪問介護サービスが欠かせな


い利用者へのサービス継続


・ サービス利用者のうち、認知症高齢者やひとり暮らし高齢者（日
中のみの方を含む）は、訪問介護サービス（と通所介護サービ
スとの組み合わせ）がなければ生活を維持していけない。その
ため、要介護度にかかわらず、訪問介護サービスを欠かすこと
のできない利用者（約30％）に対象を絞ってサービスを継続す
る。


100％


100％
（有資格者のため）


3.短期入所（ショートステイ）、通


所介護（デイサービス）の抑制


等への対応


・ 前出のとおり短期入所事業の抑制や、通所介護事業（デイサー
ビス）の休止等を行った場合、一時的に在宅での生活が困難に
なる利用者が発生する。


・ 本表１、４に掲げる業務継続を前提として、事業再開が図られる
までの間、そうした方がたに訪問介護サービスを提供することで
日常生活を維持する。


（上記に含む）％ ―％


●居宅介護支援事業


・ 訪問介護事業等のサービスを適切に利用することができるよう、
利用者の心身の状況、置かれている環境、本人・家族の希望を
勘案し、居宅サービス計画を作成し、その計画に基づくサービ
スが確保されるよう事業者との連絡調整、その他の便宜の供与
を行う。


・ 業務には「介護支援専門員」（ケアマネジャー）があたる。


100％
100％


（有資格者のため）


【訪問介護事業所】事業継続計画概要（優先業務）
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□縮小業務の考え方：


・ 外出制限の措置等が講じられた結果、家族による介護が可能となった利用者に対するサービスを縮小する。


・ 利用者の生命維持に重大・緊急の影響がないと考えられる援助の一部を状況に即して抑制する。


【訪問介護事業所】事業継続計画概要（縮小業務）
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※各業界の標準例、代表的な個社の例、いずれでも結構です。ページを増やしても結構です。


縮小業務 業務内容
従業員数


（全従業員に占める割合）


1.家族による介護が可能となった利


用者への訪問介護サービス


・ 新型インフルエンザの流行により外出制限の措置等が講じられ


た結果、家族による介護が可能となった利用者への訪問介護サー


ビスを縮小（訪問回数の抑制）を行う。
（前出職員の業務の一部）％


2.生命維持に重大・緊急の影響がな


い訪問介護サービス


・ 「生活援助」のうち、環境整備、掃除、洗濯、ベッドメイク、
衣類の整理。被服の補修といったサービスについて、状況に即
して当該利用者への提供を縮小する。 （前出職員の業務の一部）％


3.施設入所でサービスを確保し、訪問


介護サービスを縮小する


・ サービス必要量に対して、訪問介護員が足りない場合、頻回にわたる
訪問が必要であるなどのサービス利用者については、一時的に、特
養に入所していただいて支援を継続する。 （前出特養職員での対応）％


4.事業所管理部門における業務


・ 介護サービス実績管理、介護報酬請求業務


・ 研修、教育、各種委員会活動 など
（前出特養職員での対応）％







□優先業務の考え方：


・ 認知症や（日中）独居要介護高齢者といった生命維持のためには通所介護サービスを欠かすことのできない利用者に対して必要量を維持して継続する。


優先業務
（または必要不可欠な有資格者の業務）


業務内容
（新型インフルエンザ対策との関連を含めて記載してください）


従業員数


（全従業員に占め
る割合）


そのうち代替不
可能な従業員


の割合


1.通所介護サービスが欠かせな


い利用者へのサービス継続


・ サービス利用者のうち、認知症高齢者やひとり暮らし高齢者（日中


のみの方を含む）は、通所介護サービス（と訪問介護サービスとの組


み合わせ）によって生活を維持している。そのため、要介護度にかか


わらず、通所介護サービスを欠かすことのできない利用者（約30％）


に対象を絞って通所サービスを継続する。


82.6％ ％


2.送迎業務


・ 通所介護サービスの継続は、送迎業務の継続が前提となる。


13％ 100％
（保有免許による）


●居宅介護支援事業


・ 通所介護事業等のサービスを適切に利用することができるよう、利用者
の心身の状況、置かれている環境、本人・家族の希望を勘案し、居宅
サービス計画を作成し、その計画に基づくサービスが確保されるよう事
業者との連絡調整、その他の便宜の供与を行う。


・ 業務には「介護支援専門員」（ケアマネジャー）があたる。


（前出職員で対応）％ ―％


％ ％


【通所介護事業所】事業継続計画概要（優先業務）
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※各業界の標準例、代表的な個社の例、いずれでも結構です。ページを増やしても結構です。







□縮小業務の考え方：


・ 外出制限等の措置が講じられた結果、家族による介護が可能となった利用者に対するサービスを縮小する。


・ 感染拡大防止の観点から事業を休止する。（入所サービス、訪問介護サービスの継続を優先。）


【通所介護事業所】事業継続計画概要（縮小業務）
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※各業界の標準例、代表的な個社の例、いずれでも結構です。ページを増やしても結構です。


縮小業務 業務内容
従業員数


（全従業員に占める割合）


1. 家族による介護が可能となった利


用者への通所介護サービス


・ 新型インフルエンザの流行により外出制限の措置等が講じ
られた結果、家族による介護が可能となった利用者への通所介
護サービスを縮小する。 （前出職員の業務の一部）％


2.事業所管理部門における業務


・ 介護サービス実績管理、介護報酬請求業務


・ 研修、教育、各種委員会活動 など
（前出特養職員での対応）％


3. ％


4. ％








登録事業者・特定接種対象者の基準の考え方
社会機能分科会（第７回）


資料２


1


＜接種体制の基準について＞


○特定接種の対象事業者については、産業医として委託している医師による職場での集団接種ができるようにしておくことが重要。特
定接種の対象にならない者は「住民接種」（特措法第４６条）により接種するとの整理で良いのではないか。


＜事業継続の視点について＞
○接種割合における代替不可能な人員の割合の6割の上限設定の提案については、数値の考え方についての整理が必要。積み上


げの数値というよりは、一種の方針として示す数値との性格ではないか。
○限りあるワクチンというもの（資源）があっての上限設定というのではないか。現実論としてどこかで収めるべき。
○在宅での対応も含め、出勤率を増やさないことも重要。そのような方向に事業継続計画（BCP）を仕向けるのが適当ではないか。


○パンデミック時に必要とされる業務レベル、法令の弾力運用、企業の業務継続計画の観点から、代替不可能な人員の割合を考慮
すべき。所管官庁も含め、各業界との議論を深めることが必要。


○法令弾力運用は前からある議論で、行動計画作成までの時間的制約もあり、弾力運用は中長期的な課題とすべきではないか。


＜国民の視点について＞
○国民の理解という視点から、一定の数値を示すことは良いことだと思う。


○公共性・公益性の大小というよりは、新型インフルエンザ等医療は別として、指定公共機関かそれ以外かで段差をつけるのではな
いか。指定公共機関には特措法に基づく公的義務が発生することは勘案すべき。


○事業者とのやりとりなどを行って、時間をかけてメルクマールを決めてはどうか。
○国民生活・経済安定分野の業種と「その他」」に含まれる業種（グループ③④⑤）の間で差を設けるのは無理があるのではないか。


○区分について、特措法に立ち返り、法律に規定される医療提供の分野、国民生活・経済安定の分野の指定公共機関とそれ以外の
国民生活・経済安定の分野の「その他」といった括り方で整理してはどうか。


○医療とそれ以外を二分し、ワクチン供給量の制約等を踏まえると、医療以外は全体で2割程度になるよう整理してはどうか。


＜その他＞


○銀行業は、位置付けとしては社会インフラの中に位置付けるのがわかりやすいのではないか。また限定的に国債発行に寄与する
証券も社会インフラの一つに組み込んではどうか。


○保険業は、資金決済のネットワークの中には含まれておらず、パンデミック時の保険支払期限の問題に対応できれば、対象外として
も問題ないのではないか。


○特定接種を受ける登録事業者は、事業を継続する重い義務を負うということが本論なのであって、自分たちの利益ではなく社会の
ために寄与し得るかという重要な前提が共有されていないのではないか。


前回の分科会における意見の概要







特定接種の議論の前提 ①発生時の状況


■新型インフルエンザの発生状況の想定


－国民の25%が、流行期間（約8週間程度）にピークを作りながら順次罹患する。


－罹患者は１週間から10日間罹患し、欠勤。罹患した従業員の大部分は、一定の欠勤期間後、治
癒し（免疫を得て）、職場に復帰する。


－ピーク時（約２週間）に従業員が発症して欠勤する割合は平均１～５％程度と考えられる。


※ただし、従業員自身の罹患のほか、家族の看護等（学校・保育施設等の臨時休業や、一部の福祉


サービスの縮小などによる）のため、出勤が困難となる者、不安により出勤しない者を見込み、
ピーク時（約２週間）には従業員の40％程度が欠勤するケースを想定し、継続業務を絞り込む


○ このような社会情勢であることを踏まえ、事業者の従業員の罹患等により、一時期、サービス
水準が相当程度低下する可能性を許容すべきことを国民に呼びかける。


○ それでもなお、「医療の提供並びに国民生活及び国民経済の安定を確保するため」、妊婦や
子ども等住民への接種よりも先に接種することが必要とされる者に対して、特定接種を実施す
る。


新型インフルエンザの発生状況の想定、企業の事業継続の方針、インフルエンザワクチンの効果等
を踏まえて検討する必要がある。
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• 感染防止効果：なし
インフルエンザにかかる時はインフルエンザウイルスが口や鼻から体の中に入ってくることか
ら始まります。体の中に入ったウイルスは次に細胞に侵入して増殖します。この状態を「感染」
といいますが、ワクチンはこれを抑える働きはありません。


• 発症防止効果：45％
ウイルスが増えると、数日の潜伏期間を経て、発熱やのどの痛みなどのインフルエンザの症
状起こります。この状態を「発症」といいます。ワクチンには、この発症を抑える効果が一定程
度認められています。


• 重症化防止効果：80％
発症後、多くの方は1週間程度で回復しますが、なかには肺炎や脳症などの重い合併症が現
れ、入院治療を必要とする方や死亡される方もいます。これをインフルエンザの「重症化」とい
います。特に基礎疾患のある方やご高齢の方では重症化する可能性が高いと考えられていま
す。ワクチンの も大きな効果は、この重症化を予防する効果です。


※数値は厚生科学研究班による「インフルエンザワクチンの効果に関する研究（主任研究者：神谷 齊（国立療養所三重病院））」の
報告（６５歳以上の健常な高齢者の数値）を引用。


特定接種の議論の前提 ②ワクチンに期待する効果


季節性のインフルエンザワクチンの効果は次のようなものが確認されており、新型イン
フルエンザに関しても同様の効果が期待される。
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1 感染リスクが高く、新型インフルエンザ等流行時に業務量の増加が見込ま
れる業務に従事する者


（例：新型インフルエンザ等医療、救急医療など）


2 以下の業務に従事する者（感染リスクは一般生活と同程度）


○ 新型インフルエンザ等流行時に業務量の増加が見込まれる業務に従事
する者


（例：医薬品又は医療機器の製造又は販売を行う事業者など）


○ 高い専門性を要する業務に従事する者


（例：組織の意思決定、など）


○ 一定程度の技能が必要で、人数も要する業務に従事する者


（例：指定公共機関、国家資格が必要な業務、防衛、警察、消防など）


特定接種の議論の前提 ②ワクチンに期待する効果


国民の生命維持、国民生活の確保を図るうえで重要な以下のような
個人の発症・重症化・死亡リスクを減少する。
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特定接種の議論の前提 ③特定接種の位置づけ


☆ 特定接種は、それのみによっては欠勤者減少効果は必ずしも大きくはな
いが（家族の看病や不安による欠勤も想定されるため）、業務継続を確保す
るための重要なツールの一つ


★ 一方で、新型インフルエンザ等緊急事態時において優先的に接種すべき
要因のある住民の予防接種の緊急性を踏まえれば、特定接種実施の総枠
は、発生時の状況に応じて柔軟に決定されるべき。


★ 特定接種の総枠の水準によっては、事業継続のための他のツールをより
強化するとともに、国民には登録事業者によるサービス提供の低下を受忍
することが求められる。


（主なツール）
〇医療提供（医療機関、国、地方公共団体）
〇公衆衛生対策（事業者、国民、国、地方公共団体）
〇特定接種（国）
〇重要業務への重点化等（事業者）
〇サプライチェーン関係事業者間の連携（事業者、国、地方公共団体） etc


特定接種は、医療の提供並びに国民生活及び国民経済の
安定に寄与する業務の事業継続をサポートするツールの１つ
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特定接種対象業務・従事者の基本的考え方


6


医
療
の
提
供


（
生
命
保
護
へ
の


近
さ
）


国
民
の
生
活
及
び
国
民
経
済
の
安
定
に
寄
与


す
る
業
務
（特
措
法
上
の
役
割
の
大
き
さ
）


★特定接種については国民の理解が不可欠であり、住民接種等とトレードオフの関係にある。
★生命保護との近さ、特措法上の役割の大きさに応じて登録事業者の類型を整理。


医療


介護・福祉


石油元売


鉄道


電気


食品（P）


…


新型インフル等医療
重大・緊急医療


介護・福祉系


指定型


指定同類型


その他（P）


A事業者


事
業
者
基
準
（
接
種
体
制
等
に
よ
る
）


B事業者


C事業者


※


事業者ごとに対象者の確
定


Ⅰ医療分野
Ⅱ国民生活・国民経済
安定分野


ステップⅢ：特定接種対象者


対象事業者の確定事業者
レベルの
絞り込み


従事者
レベルの
絞り込み


ステップⅠ：登録の業種


業種の
絞り込み


ステップⅡ：登録事業者


※接種体制の整備と事業継続計画の作成は必要


医薬品・医療
機器関連







ステップⅠ 業種基準（案）


「医療の提供の業務又は国民生活及び国民経済の安定に寄与する業務を行う事業者」に該当
する「業種」の基準としては以下のとおりとする。


新型インフルエンザ等医療


新型インフルエンザ等医療には従事しないが、生命・健康に重大・緊急の影響がある医療


２．重大・緊急医療系


１．新型インフルエンザ等医療分野


「医療の提供の業務に従事する者」に該当する「業種」の基準


Ａ 医療分野：業種基準
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○ 介護・福祉事業は、医療と異なるものであるが、利用者の生命維持に重大・緊急の影響がある場合があることか
ら、生命保護型として登録事業者の一つとして整理することが考えられるのではないか。


ステップⅠ 業種基準（案）


○ 具体的には、『サービスの停止等が利用者の生命維持に重大かつ緊急の影響がある利用者
（以下「重大利用者」という）がいる入所施設と訪問事業所』と考えてはどうか。


（注１）通所施設・短期入所施設は、特措法第４５条等に基づくサービスの休止要請がなされる対象であることから、登録事業者と
しない。（登録事業者には、特措法第４条第３項に基づき、業務継続実施の努力義務が課されている。）


○ 重大利用者は、以下のように考えてはどうか。
・ 介護については、要介護度３以上
・ 障害については、障害程度区分４以上
・ 児童については、未就学児以下


（注２）「災害時要援護者の避難支援ガイドライン」において、「災害時要援護者」として、介護においては要介護度３（重度の介護
を要する状態：立ち上がりや歩行などが自力でできない等）以上の者が示されている。


（注３）障害児施設については、障害児程度区分２以上。


（注４）新型インフルエンザ発生時、重大利用者以外の利用者のサービスが自動的に行われなくなるということではなく、具体的に


どのようにしてサービスの縮小・効率化を行うかについては、各事業者において判断することとなる。


３．介護・福祉系


サービスの停止等が利用者の生命維持に重大・緊急の影響がある介護・福祉事業







指定（地方）公共機関に指定されている法人が特措法上で要請される業務


（１）業務同類系


指定（地方）公共機関と同種の公益的事業を営みながらも、事業規模の観点から指定されない公
益的事業法人が行う特措法が想定する指定公共機関の措置のための業務


（２）社会インフラ系


石油元売事業者、熱供給事業者、金融証券決済事業者


・電気やガスと類似した国民生活及び国民経済全体に関わる基盤事業と評価できるもの
・発生時においてもその事業の安定的に継続する責務を負わせることが必要にしてやむを得ないもの


と同等レベルの公益性を満たす業務


２．指定同類型


１．指定型


「国民生活及び国民経済の安定に寄与する業務」に該当する「業種」の基準としては以下のとおりとする。


Ｂ 国民生活・国民経済安定分野（業務基準）


ステップⅠ 業種基準（案）
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３．その他 （P）


保険業、食料品製造・販売・流通業、生活必需品・衛生用品関連業、倉庫業、火葬・埋葬業、感染
性廃棄物処理業







ステップⅡ 事業者基準（案）


「A  医療分野」は、接種体制の整備および事業継続計画の作成は行うこととする。


「B  国民生活・国民経済安定分野」は、以下の事業者基準①、②のいずれも同時に満たすこととする。


Ａ 医療分野（事業者基準）


Ｂ 国民生活・国民経済安定分野（事業者基準）


※特定接種は、「緊急の必要」があるときに実施するものであり、同種事業を提供し得る事業者が多数存在し、


まん延時にもある程度の事業を継続していることが想定される場合は特定接種の必要は低い。
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＜事業者基準①：接種体制基準＞
特定接種を迅速に進め、住民接種をできる限り早く実施するため、事業者は自らが接種体制を整えることが


必要となる。このため、「B 国民生活・国民経済安定分野」の事業者基準は、産業医を選任していることとする（※）。


登録事業者は、当該「業務を継続的に実施するよう努め」る義務（第４条第３項）を負うことから、新型インフ


ルエンザ等発生時から終息までの間、継続し得る体制・計画が整っていなければならない。このため、事業


者基準としてBCPの作成を義務付けることとする。


（※）従業員数が50人以上の事業所に選任義務あり


（※）介護・福祉事業所においては、嘱託医に依頼をするなど迅速に接種が行える体制を確保することが必要。


＜事業者基準②：事業継続計画（BCP）基準＞







ステップⅢ 従事者基準（案）


「医療の提供の業務」の「従事者基準」は以下のとおりとする。


（１） 「新型インフルエンザ等医療型」


⇒ 需要が増加すると想定される新型インフルエンザ等の医療の提供については、その医療
の提供の業務に従事する者（医師、看護師、薬剤師、窓口事務職員など）。


（２） 「重大・緊急医療系」


⇒ 新型インフルエンザ等の医療の提供に関与しないが重大・緊急の生命保護に従事する有
資格者。


Ａ 医療分野 （従事者基準）
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（３） 「介護・福祉系」


⇒ サービスの停止等が生命維持に重大・緊急の影響がある利用者にサービスを提供するの
に必要な者。


具体的には、「介護等の生命維持に関わるサービスを直接行う職員と意思決定者」と考えて
はどうか。


（注１）介護等の生命維持に関わるサービスを直接行う職員とは、介護職員、保健師・助産師・看護師・
准看護師、保育士、理学療法士等を想定。意思決定者とは、施設長を想定。


（注２）全国社会福祉協議会が作成している「福祉施設における新型インフルエンザ対策の手引き」にお
いて、調理については、利用者ごとの留意すべき事項の整理やレシピをあらかじめ作成し、出勤可能
な職員によるサービスの提供が可能になるよう準備を進める旨が記載されている。


「介護・福祉系」の「従事者基準」は以下のとおりと考えてはどうか。







ステップⅢ 従事者基準（案）


① 「登録の基となる業務に直接従事する者」を業種ごとに行動計画等で定め、個社単位で算
出する


■算定のステップのイメージ


② ①で算出した従事者数を常勤換算する


※登録の基となる業務を実施している部署、担当係の人数を算出


③ 「総枠調整率」の割合をかける


④ 全従業員数に①、②、③で算出した特定接種対象者の全従業員に占める割合をかける
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Ｐ１３参照


Ｐ１４-１５参照


× × ③総枠
調整率


＝ ④接種総数
②常勤
換算


①「登録の基になる業務に
直接従事する者」の


全従業員に占める割合
全従業員数 ×


基本的な算定式


登録事業者における「従事者基準」に際しては、下記のような算定式によって、接種数の総枠から当て
はめた「総枠調整率」を用いてはどうか。


Ｐ１５参照







ステップⅢ 従事者基準（案）


Ｂ 国民生活・国民経済安定分野（登録の基になる業務に直接従事する者の考え方）
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× × ③総枠
調整率


＝ ④接種数
②常勤
換算


①「登録の基になる業務に
直接従事する者」の


全従業員に占める割合


全従業
員数 ×


基本的な算定式


Ａ電力会社
の全従業
員数


①「電気の安定的・適切な供給に係る業務」の割合
○下記の業務に直接従事する者
1.発電所、電力流通に関係する業務
・発電所・変電所の運転・監視、保修・点検業務、故障・
障害対応業務、燃料受入業務
・送配電線の保修・点検業務、故障・障害対応業務
・電力系統の運用業務、故障・障害対応業務
・通信システムの維持・監視保修・点検業務、故障・障
害対応業務


2.緊急時対応業務
・非常災害対応業務、設備故障・停電対応業務
・社会機能維持に関わるお客様への対応業務
②上記業務に従事する者を常勤換算


× ×
③総枠
調整率


＝ A電力会社の職
員の接種者数


イメージ：電力事業者の例


※①「登録の基になる業務に直接従事する者」 は、「特措法上で、明示的に役割を提示された責務に直接従事する者」とし、
明示的に提示されていない分野は別途、行動計画等で業務を規定してはどうか。


（留意事項）


※登録事業者の登録の基となる業務を受託している外部事業者の職員は、登録事業者の全従業員数
の母数に含む。（登録事業者に常駐して当該業務を行う等不可分一体となっている場合に限る。）


※登録の基となる業務の一部を行っている外部事業者に対しては、登録事業者がその割り当てられた
ワクチンを外部事業者の従事者に配分することを認めることとする。







特定接種の総枠調整率について


類型
特措法上の


役割 業種・職種 概数
業種類
型群


総枠調整
率


医
療
分
野


新型インフルエンザ等
医療型 生命


維持


新型インフルエンザ等医療に従事する者
（医療機関・薬局）


２８０万


グルー
プ


①
１００％


重大・緊急医療系
生命健康に重大・緊急の影響がある医療に
従事する者（医療機関）


介護・福祉型
生命
維持


サービスの停止等が利用者の生命維持に重
大・緊急の影響がある介護・福祉事業所 ３５０万


② ○％


国
民
生
活
・国
民
経
済
安
定
分
野


指定公共機関型
対策本部と
一体的に活
動


日本銀行、医薬品製造・卸、医療機器製
造・卸、電気、ガス、貨物自動車運送、鉄道、
バス、航空、内・外航海運、空港管理、電
気通信、郵便


４００万


指定公共機関同類型
（業界団体指定により実質的
に指定されている者）


銀行、医薬品製造・卸、医療機器製造・卸、
ガス、貨物自動車運送、鉄道、バス、航空、
内・外航海運、空港管理、電気通信、郵便


社会インフラ系 国民
生活
維持


石油元売、熱供給、金融証券決済事業者 １０万


その他の登録事業者
（P）


保険、食料品等製造・販売・流通、倉庫、感染
性廃棄物処理 ７３０万
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公務員 計３５０万人


計２１２０万人（P）（公務員含む）


○特定接種の「総枠調整率」については、医療関係者と医療関係者以外で分けて考えてはどうか。


※類型の概数については資料４を引用
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ステップⅢ 従事者基準（案）国民生活分野・介護福祉系の「総枠調整率」


○ 「登録の基となる業務に直接従事する者」のうち発生時に必要な要員については、新型イ
ンフルエンザ等の発生時に国民から求められるサービス水準と関係するものである。


○ パンデミックワクチンを特定接種に使用する場合、ワクチンの製造量、国民への接種の必
要性等からワクチン接種数の制約がでることも考えられる。このようなことを考慮すると、
特定接種のワクチンの総数から、「総枠調整率」を検討していくことが考えられる。


※ 総枠調整率ではなく、必要な要員を事業者ごとに積み上げる場合、一定の資格や技能を有する者、他部門からの補完可能性、新型
インフルエンザ発生時に求められるサービス水準の判断が難しく、事業者ごとに異なる基準で算定する可能性がある。


総枠調整率


ア：国民生活
分野と公務員の
対象者の総数


イ : 直接登録業務に従事する常勤
職員の割合


①登録業務従事者率×②常勤換算
×


③総枠
調整率× ＝


ウ: 国民生活分野と
公務員のワクチン


接種総数
（ワクチン総数から医療関係者


接種数を控除したもの）


③総枠調
整率 ＝ ウ ÷ ア ÷ イ


約１８４０万人（Ｐ）
（経済センサス、業界調査等より）


※なお総枠調整率等は、接種対象者の精査を実施した後に、適宜見直すことを想定する。
（３年に１度程度）。
※防衛・警察・消防等については業務の特殊性を踏まえ別途検討することを想定する。







16


ステップⅢ 従事者基準（案）国民生活分野・介護福祉系の「総枠調整率」


○ 個社の登録にあたって、総枠調整率の設定が必要となり、それは登録事業者のワクチン
総枠が前提となる。


○ パンデミックワクチンを特定接種に使用する場合は、住民接種とトレードオフの関係にあり、
備蓄ワクチンを使用する場合も国民より先行的に接種することに国民の理解が不可欠で
あることは当然であり、基本的な関係は同様である。


○ 備蓄ワクチンを使用する場合、特定接種の対象者は０～１０００万人の範囲内（※１、２）と想
定することができる。


また、パンデミックワクチンを特定接種に使用する場合は、事態が切迫しており、より限定
的に実施することが考えられる。
※１：備蓄ワクチンは毎年異なる種類のワクチンを１０００万人分ずつ備蓄している。
※２：備蓄ワクチンが有効でない場合など、接種しない可能もあり得る。


○ こうした状況を踏まえ、初回の登録の際は、暫定的に特定接種の一定の総枠（●●万人）


を想定して、総枠調整率を設定したうえで登録することとし、発生時において再度、国民の
求めるサービス水準と連動して特定接種の総枠および対象を確定させ、再調整が行われ
る。


登録等の際の対応


【参考】
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構成 


１．新型インフルエンザ等対策の基本的な考え方 


１．１ 新型インフルエンザ等対策の目的 →有識者会議検討事項 


１．２ 新型インフルエンザ等対策実施上の留意点について 


 →有識者会議検討事項 


１．３ 基本的人権の尊重について →有識者会議検討事項 


１．４ 基本的対処方針等諮問委員会の活用について  


→有識者会議検討事項 


１．５ 新型インフルエンザ等対策を行う関係機関相互の連携体制  


→有識者会議検討事項 


１．６ 新型インフルエンザ発生時の被害想定について  


→医療・公衆衛生に関する分科会検討事項 


２．新型インフルエンザ等発生時の社会情勢について →別紙１ 


３．指定（地方）公共機関について →別紙２ 


４．国民への情報提供について →有識者会議検討事項 


４．１ 平時における国民への情報提供 


４．２ 発生時における国民への情報提供 


４．３ 個人情報の取扱いについて 


５．医療体制の確保について →医療・公衆衛生に関する分科会検討事項 


５．１ 発生時における医療体制の維持・確保について 


５．２ 臨時の医療施設について 


５．３ 医療関係者に対する要請・指示、補償について 


 ５．４ 抗インフルエンザウイルス薬等 


６．新型インフルエンザ等緊急事態について →有識者会議検討事項 


６．１ 新型インフルエンザ等緊急事態宣言の政令要件について 


６．２ 新型インフルエンザ等緊急事態解除宣言の要件について 


６．３ 新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき期間・区域・概要に


ついて 


７．感染防止の協力要請について →有識者会議検討事項 


資料３
社会機能分科会(第７回) 
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７．１ 不要不急の外出自粛等の要請について 


７．２ 施設の使用制限等の要請等について 


８．予防接種・特定接種について 


８．１ 特定接種 


 （１）特定接種の対象者について →別紙３ 


（２）特定接種の登録方法等について → 医療に関する分科会検討事項 


８．２ 住民に対する予防接種 →医療・公衆衛生に関する分科会検討事項 


８．３ ワクチンについて →医療に関する分科会検討事項 


９．その他 


９．１ インフルエンザサーベイランスについて 


→医療に関する分科会検討事項 


９．２ 水際対策について →医療に関する分科会検討事項 


９．３ 在留邦人への対応 →有識者会議検討事項 


９．４ 発生国からの航空機・船舶等の運航制限要請等 


 →有識者会議検討事項 


９．５ 国内発生初期における現地対応 →有識者会議検討事項 


９．６ 社会的弱者への支援について →医療に関する分科会検討事項 


９．７ 新型インフルエンザ等発生時の埋葬及び火葬について 


→医療に関する分科会検討事項 
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２．新型インフルエンザ等発生時の社会情勢について 


（第７回社会機能分科会 資料２Ｐ１を基に作成） 


○ 新型インフルエンザ等による社会への影響は、病原体側の要因（出現した


新型インフルエンザウイルスの病原性や感染力等）や宿主側の要因（人の免


疫の状態等）、社会環境など多くの要素に左右されるものであり、軽微なもの


から甚大なものまで様々な場合があり得る1。 


 


○ 過去に世界で大流行したインフルエンザのデータを参考とした場合、医療


機関を受診する患者数（上限値）は、約 2,500 万人2となると推計されること


をはじめ、以下のような流行規模が一つの例として想定される。 


・ 国民の 25%が、流行期間（約８週間）にピークを作りながら順次罹患する。


罹患者は１週間から 10 日間程度罹患し、欠勤。罹患した従業員の大部分は、


一定の欠勤期間後、治癒し（免疫を得て）、職場に復帰する。 


・ ピーク時（約２週間3）に従業員が発症して欠勤する割合は５％以内程度4


と考えられるが、従業員自身の罹患のほか、寧ろ家族の世話、看護等（学校・


保育施設等の臨時休業や、一部の福祉サービスの縮小、家庭での療養などに


よる）のため、出勤が困難となる者、不安により出勤しない者が多数いるこ


とを見込み、ピーク時（約２週間）には従業員の 大 40％程度が欠勤する


ケースが想定される。 


 


（第３回社会機能分科会 資料２Ｐ２、３を基に作成） 


○ このような状況において想定される社会状況は、医療サービスについては、


爆発的に需要が増え、医療機関における業務資源（医療従事者、医薬品、資


器材、ベッド等）が大きく不足するなど、以下のように想定され、また、主


要な業界等においては、このような社会状況を想定した対策と目標を掲げて


いる。 


 


  


                                                  
1 インフルエンザ（H1N1）2009 の全国の推計受診患者数は 2,077 万人で全人口の 16.3%であったが、若い世代で受診率


が高く、世代別の推計受診者の年齢階級別人口に占める割合は、5～9才で 90％、10～14 才で 80％であった。（2009 年


28 週から 2010 年 32 週までの累計） 
2 米国疾病予防管理センターの推計モデルを用いて、医療機関受診患者数は、約 1,300 万人～約 2,500 万人と推計。 
3 アメリカ・カナダの行動計画において、ピーク期間は約２週間と設定されている。 


 National Strategy for pandemic influenza（Homeland Security Council May 2006） 


The Canadian Pandemic Influenza Plan for the Health Sector 
4 2009 年に発生した新型インフルエンザ（A/Ｈ1Ｎ1）のピーク時に罹患した者は国民の約１％（推定） 


別紙１ 
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 国内発生～まん延期に想定さ


れる状況（「新型インフルエンザ


対策ガイドライン（参考１）（平成


21 年 2 月 17 日）」における想定）


各業界における対策と目標 


（各業界のガイドライン及び企業の業務継続計画） 


医療・公
衆衛生 
 


○一部の医療機関は、新型イン


フルエンザへの業務資源の


重点的投入のため、診療科目


を限定 


○爆発的に需要が増え、医療機


関における業務資源（医療従


事者、医薬品、資器材、ベッ


ド等）が不足する 


 


○発生段階に応じて、感染拡大防止効果等を勘案


して対策を講じることとしている。 


・〔地域発生早期まで〕帰国者・接触者外来に


おける新型インフルエンザ等患者の診療 


  ⇒〔地域感染期以降〕一般の医療機関による


診療（帰国者・接触者外来の原則中止） 


・〔地域発生早期まで〕全ての新型インフルエ


ンザ等患者の入院治療 


 ・〔地域感染期以降〕新型インフルエンザ等


患者のうち、重症者のみ入院治療、電話再診


患者のファクシミリ処方の実施 


 
資料：厚生労働省専門会議の医療ガイドライン意見書


より抜粋 


電気 ○感染拡大防止の観点から、一


部業務を縮小・延期 


○保守・運用の従業員不足によ


り地域的・一時的に停電等が


生じるおそれ 


○従業員の４０％が約２週間欠勤することを想


定し、優先業務として①電気の安定供給に必要


不可欠なもの、②会社機能維持のため必要なも


の、③法令遵守しなければならないもの、など


を継続する方針としている。 


○優先業務を継続するために、国内感染期に優先


業務以外（一部のイベントや緊急性の低い業


務）の縮小・延期を検討している。 


 
資料：電気事業者の行動計画等より抜粋 


公共交
通 
 


○従業員不足により、運行本数


が減少 


○外出自粛・通勤手段の変更に


より、公共交通機関への需要


が大幅減少 


 「事業者における新型インフルエンザ事業継続


計画策定の手引き」（平成 22 年 3 月 国土交通省


危機管理室）及び関連調査によれば 


○公共交通に関わる事業者は「まん延期でも、極


力運行を維持する」こととしているが、乗務員


の休業率に応じた減便ダイヤを定めており、


40%の欠勤では半減等相当の減便になることを


想定しておく必要がある。 


○国土交通省作成の「事業者における新型インフ


ルエンザ事業継続計画策定の手引き」では、政


府の対策見直しに併せてＢＣＰを変更する必


要性の有無をチェックする際の留意点の一つ


としてワクチン接種方針が示されている。 
金融 ○ATM への現金流通が滞り、一


時的にサービス中断 


○従業員の 大欠勤率４０％で継続必要継務・実


施可能業務を精査。 


  継続必要業務は、優先店舗（その他店舗は閉


鎖）での①現金供給（預貯金等の払戻し）、②
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資金の決済（振込、送金、口座振替、手形・小


切手の取立）、③資金の融通（融資）、④証券の


決済、⑤金融事業者間取引を前提に、業務内容、


地域性等を踏まえ各金融機関で判断。 
物流（貨
物運送、
倉庫等） 


○事業活動休止・稼働率低下に


より、物流量が減少 


○中小事業者は休業する可能


性 


○従業員不足による集配の遅


延、サービスの中断 


○宅配、通信販売等に対する需


要が大幅に増加 


○国土交通省行動計画においては、新型インフル


エンザへの対応として必要な場合には、地方公


共団体と連携し、運送事業者に対して、医薬品、


食料品等の緊急物資の運送を要請することと


されている。 


食料
品・生活
必需品 
 


○市民の買い占めにより食料


品・生活必需品が不足 


○食料品等の製造・輸入量が減


少 


 


○自社や取引先の従業員の 40％程度が８週間に


わたり欠勤することを想定し、リスク分析を行


うことを推奨。 


○重要業務継続のための措置（嗜好性食品製造、


研究開発等の業務縮減）を実施。 


 
資料：平成 21 年 6 月 農林水産省「～新型インフルエ
ンザ対策～食品産業事業者等のための事業継続計画
（簡易版）の策定及び取組の手引き」より一部抜粋 
 ＜参考：行政及び国民が想定される状況に対して取


る対策＞ 
 ○特措法 59 条（生活関連物資の価格の安定等） 
 ○家庭用食料品の備蓄 


 


○ 新型インフルエンザ等への感染防止対策は、不要不急の外出自粛等の要請、


施設の使用制限等の要請、各事業者における業務縮小等による接触機会の抑


制など医療サービス以外の感染拡大防止策と､ワクチンや抗インフルエンザ


ウイルス薬等を含めた医療サービスを組みあわせて総合的に行うことが必要


である。 


特に、医療サービス以外の感染拡大防止策については、社会全体で取り組


むことにより効果を期待するものであり、全ての事業者が職場における感染


予防に取り組むとともに、感染拡大を防止する観点から、継続する重要業務


を絞り込むとともに、出張や会議などの対面による打ち合わせを避け、電話


会議やテレビ会議を利用する、在宅勤務、時差出勤を実施する等により、可


能な範囲で感染拡大を防止する対策を実施することについて積極的に検討す


ることが望まれる。 


 


○ 一方で、このような社会情勢であることを踏まえ、事業者の従業員の罹患


等により、一時期、サービス水準が相当程度低下する可能性を許容すべきこ


とを国民に呼びかけることが重要である。  







6 
 


３．指定（地方）公共機関 


（第５回社会機能分科会 資料１を基に作成） 


○ 新型インフルエンザ等対策は、政府行動計画及び基本的対処方針の下に、


基本的には、国、都道府県及び市町村において実施すべきものであるが、そ


の実施すべき事項は多岐にわたっており、行政が必要なすべての資源、機能


を常に自ら用意することは困難である。このため、医薬品又は医療機器の製


造又は販売や電気、ガス、運輸、通信などの公益性のある事業を行う法人に


ついて、その社会的責務も踏まえ、他の事業者とは異なり、危機時において


その本来的な業務を通じて特別の責務を担っていただく必要がある。このた


め、災害対策基本法などと同様に、指定公共機関制度を設け、新型インフル


エンザ等が発生したときは、指定（地方）公共機関の実施する対策が、国及


び地方公共団体の対策と調和し、適切かつ効果的に行われることを期待する


ものである。 


 


○ 指定（地方）公共機関は、特措法第３条において、国、地方公共団体と並


んで、新型インフルエンザ等対策を実施する責務を課されている。また、平


時には、発生時の措置の実施に備えて、業務計画の作成、備蓄等の義務を負


うこととなっており、発生時には、政府対策本部長（都道府県対策本部長）


の総合調整・指示を受けることとなる。このため、指定（地方）公共機関は、


一般の事業者や国民と異なる非常に高い公益性が認められ、それゆえに、行


政に対し労務、施設、設備又は物資の確保について応援を求めることができ


る。 


 


○ 指定公共機関の指定に当たっては、特措法に定める要件に該当することは


もちろんのこと、特措法に定める個別の事業ごとに期待する具体的な措置と


の関連性、危機時においても当該措置を継続することができるための事業規


模など、通則的な指定基準を、同様の制度を設けている国民保護法等も参考


に、以下の通り設けることが適当である。 


 


＜通則的な指定基準＞ 


指定公共機関の対象とする法人は、その業務の公益性や新型インフルエンザ


等対策のための措置との関連性を以下の基準に基づき、総合的に判断して指定


する。 


① 特措法第２条第６号の要件（公共的機関・公益的事業を営む法人）に該当


すること。 


      


別紙２ 
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② 当該法人の行う業務が、指定公共機関が実施する措置として想定されるも


のとの関連性が保たれていること。 


      


③ 当該法人の業務地域が広域にわたること。 


※ 基本的には全国的見地から指定することを想定している指定公共機関 


の性格を踏まえ、指定地方公共機関との役割分担上、少なくとも、当該法


人の業務の影響が及ぼされる地域が２以上の都道府県にまたがることと


する。（北海道、沖縄県は別途考慮） 


  


④ 当該法人が民間企業である場合には、その事業の規模が相当の規模と認め


られること。 


※ 同一業種の事業者間での整合が図られるよう、事業規模が同程度の事業 


者については、当該事業者の意向を尊重しつつも、ばらつきが生じないよ


う指定。 


  


⑤ 当該法人が措置を確実に実施することができると認められること。 


※ 従業員数、業務用の施設・設備、経営状況等により確実に実施できるか


どうか確認する。 


 


○ 以上のような通則的な指定基準に基づき、個別の事業ごとに期待する具体


的措置を踏まえ、詳細な事業ごとの具体的な基準を設けることが適当である。 


  この事業ごとの基準については、国民保護法等を踏まえると、以下の３通


りの考え方に分類ができる。 


（１）期待される措置が国民保護法等と同一である場合には、国民保護法等と


同様の基準を設けるべきであること。 


（２）期待される措置が国民保護法等と一部違いがある場合には、新型インフ


ルエンザ等対策の特性を踏まえた基準に修正し、基準を設けるべきである


こと。 


（３）期待される措置が国民保護法等とは異なり、新型インフルエンザ等対策


特有のものである場合には、新型インフルエンザ等対策の特性を踏まえた


基準を新たに設けるべきであること。 


 


○ （１）期待される措置が国民保護法等と同一である事業については、以下


の通り指定基準を設けることが適当である。 


 


イ）電気通信事業者の指定の考え方  
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（求められる措置） 


特措法第 53 条第２項に基づき、電気通信事業者（電気通信事業法（昭和


59 年法律第 86 号）第２条第５号に規定する電気通信事業者をいう。）であ


る指定公共機関は、新型インフルエンザ等緊急事態において、それぞれそ


の業務計画で定めるところにより、通信を確保し、及び新型インフルエン


ザ等緊急事態措置の実施に必要な通信を優先的に取り扱うため必要な措置


を講じなければならない。 


（基準） 


   ① 通信及びその優先的取り扱いを確保できること。 


（一定程度の伝送路設備（電気通信回線設備）を自ら設置する固定電 


話会社及び携帯電話会社） 


   ② 地域ブロックの相当範囲で電気通信役務を提供する事業者であるこ


と。 


    （全国規模で電気通信役務を提供する事業者） 


   ③ 電気通信事業者の中で一定の事業規模を有していること。 


（固定電話会社、携帯電話会社は総加入者数のおおむね 10％程度以上


の加入者を有すること） 


  


ロ）電気事業者の指定の考え方 


（求められる措置） 


特措法第 52 条第１項に基づき、電気事業者（電気事業法（昭和 39 年法


律第 170 号）第２条第１項第 10 号に規定する電気事業者をいう。）である


指定公共機関は、新型インフルエンザ等緊急事態において、それぞれその


業務計画で定めるところにより、電気を安定的かつ適切に供給するため必


要な措置を講じなければならない。 


  （基準） 


 相当数の需要者に電気を供給する義務を履行する事業者であること。 


通常業務として、供給区域において電気を供給する法的義務を負う 一


般電気事業者、及び一般電気事業者を相手方としてその供給電力を補完す


る電力を供給する法的義務を負う卸電気事業者のうち国が政策的に供給


需要を満たすよう設立した事業者） 


 


 ハ）ガス事業者の指定の考え方  


（求められる措置） 


特措法第 52 条第１項に基づき、ガス事業者（ガス事業法（昭和 29 年法  


律第 51 号）第２条第 11 項に規定するガス事業者をいう。）である指定公共
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機関は、新型インフルエンザ等緊急事態において、それぞれその業務計画で


定めるところにより、ガスを安定的かつ適切に供給するため必要な措置を講


じなければならない。 


  （基準） 


   ① ガスを広域の供給区域で相当数の需要家に供給する事業者であるこ


と。 


   ② 複数の都道府県でガスを供給する事業者であること。 


   ③ ガス事業者の中で一定の事業規模を有していること。 


（需要家数（取り付けガスメーター数）を基準として、家庭用需要  


家数がおおむね 100 万個以上） 


 


 ニ）その他 


・ 特措法第 61 条に基づき、日本銀行は、新型インフルエンザ等緊急事


態において、その業務計画で定めるところにより、銀行券の発行並びに


通貨及び金融の調節を行うとともに、銀行その他の金融機関の間で行わ


れる資金決済の円滑の確保を通じ、信用秩序の維持に資するため必要な


措置を講じなければならないこととされているため、日本銀行を指定す


る。 


・ 特措法第 53 条第３項に基づき、郵便事業を営む者及び一般信書便事


業者（民間事業者による信書の送達に関する法律（平成 14 年法律第 99


号）第２条第６項に規定する一般信書便事業者をいう。）である指定公


共機関は、新型インフルエンザ等緊急事態において、それぞれその業務


計画で定めるところにより、郵便及び信書便を確保するため必要な措置


を講じなければならないこととされているため、日本郵便株式会社を指


定する。 


 


○ （２）期待される措置が国民保護法等と違いがある公益的事業については、


新型インフルエンザ等対策の特性を踏まえ、以下の通り指定基準を設けるこ


とが適当である。 


 


イ）鉄道事業者：旅客及び貨物の適切な運送、緊急物資の運送  


（求められる措置） 


特措法第 53 条第１項に基づき、運送事業者である指定公共機関は、新型


インフルエンザ等緊急事態において、それぞれその業務計画で定めるところ


により、旅客及び貨物の運送を適切に実施するため必要な措置を講じなけれ


ばならない。また、特措法第 54 条に基づき、指定行政機関の長又は特定都
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道府県知事が新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施のため緊急の必要


があると認めるときに、新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施に必要な


食料・燃料・医薬品等の運送の要請・指示を受けることとされている。 


（基準） 


① 複数の都道府県の住民の相当数を運送する路線を運行すること。 


      （年間輸送人員がおおむね１億人以上であること） 


    ② 食料、医薬品、燃料等の緊急物資の輸送に関して、相当数の貨物を


運送できること。 


      （全国的規模で貨物運送事業を営む事業者であること） 


 


ロ）航空事業者：在外邦人の帰国支援  


（求められる措置） 


政府行動計画に基づき、帰国を希望する在外邦人について、可能な限り 


定期航空便等の運航が行われている間の帰国が図られるよう、増便も含めた


対応の依頼等を受けることとされている。 


（基準） 


① 相当数の旅客を運送できること。 


② 国際路線をジェット航空機で運航している事業者であること。 


    （ジェット航空機は、旅客を運送する航空機にあっては座席が 100 席


超のもの） 


 


ハ）貨物自動車運送事業者（トラック事業者）：緊急物資の運送 


（求められる措置） 


特措法第 53 条第１項に基づき、運送事業者である指定公共機関は、新型


インフルエンザ等緊急事態において、それぞれその業務計画で定めるところ


により、旅客及び貨物の運送を適切に実施するため必要な措置を講じなけれ


ばならない。 


（基準） 


   ① 食料、医薬品、燃料等の緊急物資の輸送に関して、相当数の貨物を


幹線輸送として運送できること。 


   ② おおむね全国的な規模で事業を営んでいる事業者であること。（複数


の地域ブロックに相当数の事業所を有していること） 


   ③ トラック事業者の中で一定の事業規模を有していること。 


     （広域的な貨物の運送に供することのできるトラックを概ね 10000


台以上保有） 
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 ニ）内航船舶運航事業者 ：緊急物資の運送 


（求められる措置） 


特措法第 53 条第１項に基づき、運送事業者である指定公共機関は、新型


インフルエンザ等緊急事態において、それぞれその業務計画で定めるところ


により、旅客及び貨物の運送を適切に実施するため必要な措置を講じなけれ


ばならない。 


（基準） 


   ① 食料、医薬品、燃料等の緊急物資の輸送に関して、広域的に運送で


きること。 


   ② 地域ブロックの相当範囲を運行する事業者であること。 


（３以上の都道府県内の港湾に寄港する片道の航路距離が 300 ㎞以 


上の定期航路を運航している事業者） 


   ③ 内航海運業者の中で一定の事業規模を有していること。 


（総トン数が 1000 トン超の一般貨物を運送する RORO 船（長距離フェ 


リーを含む。）又は総トン数が 3000 トン超の油槽船並びにそれらに準


ずる輸送能力を有するコンテナ船を３隻以上運航している事業者） 


 


※ なお、旅客の運送を行う旅客船事業者（旅客船フェリー事業者）として


は、その多くは感染拡大へ配慮するほどの混雑度は認められないため指定


しないことが適当である。 


 


 ホ）外航海運業事業者 ：緊急物資の運送 


（求められる措置） 


特措法第 53 条第１項に基づき、運送事業者である指定公共機関は、新型


インフルエンザ等緊急事態において、それぞれその業務計画で定めるところ


により、旅客及び貨物の運送を適切に実施するため必要な措置を講じなけれ


ばならない。 


（基準） 


   ① 本邦と海外との間で相当数の食料、医薬品、燃料等の緊急物資を運


送できること。 


   ② 外航海運業者の中で一定の事業規模を有していること。（総トン数が


2000 トン超の国際船舶を３隻以上運航する事業者） 


 


ヘ）放送事業者 


   政府行動計画に基づき、政府は国民に対し、できる限り迅速に情報提供


を行うこととされているため、速報性のある媒体であるテレビ・ラジオ放
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送事業を日本全国において行う日本放送協会を指定することとする。 


 


ト）公共的施設の管理者  


   検疫法及び特措法第 29 条第１項に基づき、特定検疫港等における検疫の


実施のため、協力を求めることが想定される空港管理者について指定する。 


  ※ なお、道路管理者、河川管理施設は、新型インフルエンザ等発生時に


想定される措置がないため、指定しない。 


 


○ なお、旅客自動車運送事業者（バス事業者）について、業務地域が広域に


渡る高速バスは、運送量も大きくなく、乗客が着席しており、感染拡大への


配慮の必要性が低いため国の指定公共機関とはしないことが適当である。 


 


○ （３）期待される措置が国民保護法等とは異なり、新型インフルエンザ等


対策特有のものである事業については、新型インフルエンザ等対策の特性を


踏まえ、以下の通り指定基準を設けることが適当である。 


 


イ） 医療関係機関 


（求められる措置） 


特措法第 47 条に基づき、病院その他の医療機関である指定公共機関は、


新型インフルエンザ等緊急事態において、それぞれその業務計画で定めると


ころにより、医療を確保するため必要な措置を講じなければならない。 


（基準） 


① 医療の全国的・安定的な提供に寄与すること。 


     ※ 日本赤十字社、独立行政法人国立病院機構等 


   ② 医療関係者による全国的な団体であること。 


 


 ロ）医薬品等製造販売業者、医薬品等製造業者、医薬品等販売業者 


（求められる措置） 


特措法第 47 条に基づき、医薬品等製造販売業者（薬事法第 12 条第１項の


医薬品又は医療機器の製造販売業の許可を受けた者をいう。）、医薬品等製造


業者（同法第 13 条第１項の医薬品又は医療機器の製造業の許可を受けた者


をいう。）若しくは医薬品等販売業者（同法第 24 条第１項の医薬品の販売業


又は同法第 39 条第１項の高度管理医療機器等（同項に規定する高度管理医


療機器等をいう。）の販売業の許可を受けた者をいう。）である指定公共機関


は、新型インフルエンザ等緊急事態において、それぞれその業務計画で定め


るところにより、医薬品又は医療機器の製造又は販売を確保するため必要な
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措置を講じなければならない。 


（基準） 


① 医薬品の製造販売業者については、抗インフルエンザウイルス薬、ワク


チンの全国的・安定的な供給が可能であることとし、指定対象は以下のと


おりとする。 


・ 抗インフルエンザウィルス薬 


       抗インフルエンザウイルス薬の製造販売業者（薬事法に基づく製造販


売承認を受け、品質保証、継続供給等の責務を有する製造販売業業者）


であること。   


・ ワクチン 


    新型インフルエンザ発生時において、国の指示の下、新型インフルエ


ンザワクチンを生産し、 日本国内に供給する義務等を有する製造販売業


者であること。 


② 医療機器の製造販売業者については、注射器、シリンジ等の全国的・安  


定的な供給が可能であることとし、指定対象は以下のとおりとする。 


・ 注射針、シリンジ等 


    注射針、シリンジ等の製造販売業者であること。 


③ 医薬品・医療機器卸業者については、医薬品・医療機器等の全国的・安


定的な配送が可能であることとし、医薬品卸業者の全国的な団体を指定す


ることとする。    


 


○ 上記基準を踏まえ、基準に見合う事業者の意向を尊重しつつ、個別具体的


に、指定公共機関として指定することが適当である。 


 


○ なお、都道府県知事による指定地方公共機関の指定については、国におけ


る指定公共機関の指定基準を参照しつつ、地域的な特殊性も踏まえながら、


都道府県と相談の上、ガイドラインのようなものを作成していくことが適


当である。路線バス事業者は、乗車率が高く感染拡大への配慮の必要性が


ある場合に、指定地方公共機関として指定することを検討。また、医療関


係機関における指定地方公共機関の考え方は以下のとおりとする。 


    ① 感染症対応に専門的な知見及び施設をもつ感染症指定医療機関


（特定、第一種、第二種） 


    ② 相当数の入院病床があり、救命対応が可能な医療機器等が整備さ


れている。 


    ③ 個別の医療機関の他に、全ての医療機関が新型インフルエンザ等


の診療に関わる可能性があるという観点から、国民保護法等でも指
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定されている医療関係者による団体の指定も想定される。 
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８．予防接種・特定接種について 


８．１ 特定接種 


 （１）特定接種の制度概要について 


（第１回社会機能分科会 資料４－１Ｐ９を基に作成） 


○ 特定接種とは、特措法第 28 条に基づき、政府対策本部長が「医療の提供並


びに国民生活及び国民経済の安定を確保するため緊急の必要があると認める


とき」に、住民に先んじて、臨時に行われる予防接種であり、その対象者は、


①医療の提供の業務又は国民生活及び国民経済の安定に寄与する業務を行う


事業者であって厚生労働大臣の定めるところにより厚生労働大臣の登録を受


けているもの（以下「登録事業者」という。）のこれらの業務に従事する者


（厚生労働大臣の定める基準に該当する者に限る。）、②新型インフルエン


ザ等対策の実施に携わる国家公務員、③新型インフルエンザ等対策の実施に


携わる地方公務員である。 


 


（２）特定接種対象者の基本的な考え方 


（第７回社会機能分科会 資料２Ｐ５を基に作成） 


○ 特定接種は、医療の提供並びに国民生活及び国民経済の安定に寄与する業


務の事業継続を支援する手段の１つであり、医療提供、公衆衛生的対策、重


要業務への重点化等、サプライチェーン関係事業者間の連携など複数の対策


を総合的・効果的に組み合わせて、バランスのとれた戦略を構築することが


必要である。 


 


○ 特定接種による欠勤者減少効果は大きくないが（家族の看病や不安による


欠勤のほうが多く想定されるため）、業務継続を支援する手段の一つである。


一方で、新型インフルエンザ等緊急事態時において優先的に接種すべき要因


のある住民の予防接種の緊急性を踏まえれば、特定接種対象者の総数は、発


生時の状況に応じて柔軟に決定されるべきである。特定接種の総数の水準に


よっては、事業継続のための他のツールをより強化するとともに、国民には


登録事業者によるサービス提供の低下を受忍することが求められる。 


 


（第１回社会機能分科会 資料４－１Ｐ７を基に作成） 


○ 特定接種については、備蓄しているプレパンデミックワクチンが有効であ


れば、備蓄ワクチンを用いることとなるが、発生した新型インフルエンザ等


がＨ５Ｎ１以外の感染症であった場合や亜型がＨ５Ｎ１の新型インフルエン


別紙３ 
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ザ等感染症であっても有効性が低い場合には、パンデミックワクチンを用い


ることとなる。 


 


○ 特定接種対象者は、国民に先んじて、有効性のあるワクチンを接種する者


であるため、接種に用いるワクチンの別に関わらず、特定接種対象者の範囲


は、国民が十分理解できるものでなければならない。 


 


（第７回社会機能分科会 資料２Ｐ１を基に作成） 


○ また、新型インフルエンザ等が発生した場合には、事業者の従業員の罹患


等により、一時期、サービス基準が相当程度低下する可能性を許容すべきこ


とを国民に呼びかけることが重要である。それでもなお、「医療の提供並びに


国民生活及び国民経済の安定を確保するため、」住民への接種よりも先に接種


することが必要とされる者に対して、特定接種を実施することが適当である。 


 


（第２回社会機能分科会 資料２Ｐ２を基に作成） 


（参考）新型インフルエンザワクチンについて 


○ 厚生労働省では、プレパンデミックワクチンの備蓄を進めるとともに、ワ


クチンの製造体制の強化を行っている。 


パンデミックワクチンは実際に発生した新型インフルエンザ等感染症のウ


イルスの株を使って製造するワクチンであり、効果が期待されるため、全国


民分を確保することとなるが、新型インフルエンザ等感染症が発生した後で


ないと製造を開始することができない。また、鶏卵により製造する現在の技


術では、全国民分のワクチンを製造するのに初回出荷後１年半程度かかるこ


とが見込まれている。 


このため、政府は、細胞培養技術等の研究開発等を進め、細胞培養法によ


る生産体制を整備し、ワクチンを初回出荷後６か月以内に全国民分のワクチ


ンを国内で供給できる体制を整えることとしている。また、国内の製造体制


が整うまでの対応として、輸入ワクチンにより必要なワクチンが確保できる


ようあらかじめ措置している。 


 


○ 一方、プレパンデミックワクチンは、新型インフルエンザの発生前に、現


在は、鳥インフルエンザウイルス（Ｈ５Ｎ１）の株を使って製造・備蓄して


いるものである。これは、パンデミックワクチンについて、製造に時間的制


約があることを踏まえ、プレパンデミックワクチンであっても第 1 波には必


ずしも間に合うとは言えず、また発生する新型インフルエンザウイルスの亜


型がプレパンデミックワクチンと合致する保証はないものの、パンデミック
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ワクチンより２、３か月ほど初回出荷を早めることができるため、対策の一


つとして用意しているものである。現在、基本的に１株当たり約 1,000 万人


分を備蓄している。 


 


（第７回社会機能分科会 資料２Ｐ２を基に作成） 


（参考）ワクチンに期待する効果 


○ 季節性のインフルエンザワクチンの効果は次のようなものが確認されてお


り5、新型インフルエンザワクチンに関しても同様の効果が期待される。 


・ 感染防止効果：なし 


インフルエンザにかかる時はインフルエンザウイルスが口や鼻から体の


中に入ってくることから始まる。体の中に入ったウイルスは次に細胞に侵入


して増殖する。この状態を「感染」というが、ワクチンはこれを抑える働き


はない。 


・ 発症防止効果：45％ 


ウイルスが増えると、数日の潜伏期間を経て、発熱やのどの痛みなどの 


インフルエンザの症状起きる。この状態を「発症」という。ワクチンには、


この発症を抑える効果が一定程度認められている。 


・ 重症化防止効果：80％ 


発症後、多くの方は 1週間程度で回復するが、なかには肺炎や脳症などの


重い合併症が現れ、入院治療を必要とする方や死亡される方もいる。これを


インフルエンザの「重症化」という。特に基礎疾患のある方やご高齢の方で


は重症化する可能性が高いと考えられている。ワクチンの も大きな効果は、


この重症化を予防する効果である。 


 


（３）特定接種対象者の基準の考え方 


（第５回社会機能分科会 資料２Ｐ２を基に作成） 


○ 特定接種が住民接種に先んじて実施されるものであることを踏まえれば、


その対象者は、国民が十分理解可能な特措法上の公益性・公共性の観点から


限定的に選定される必要がある。このため、政府行動計画に定めるべき基準


については、以下のような業務基準・事業者基準及び従事者基準を設定する


ことが適当である。 


 


ステップⅠ＜業務基準＞ 


： 公益性・公共性の観点から「医療の提供の業務又は国民生活及び国民経済


                                                  
5 数値は厚生科学研究班による「インフルエンザワクチンの効果に関する研究（主任研究者：神谷 齊（国立療養所三


重病院））」の報告（６５歳以上の健常な高齢者の数値）を引用。 
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の安定に寄与する業務」を行う事業者に該当する業務を選定 


ステップⅡ＜事業者基準＞ 


： ステップⅠで選定した業務を行う事業者について、特措法第４条第３項の


義務（事業継続義務）を果たし得るか等について検討 


ステップⅢ＜従事者基準＞ 


： ステップⅡで絞り込んだ事業者の当該業務に「従事する者」の選定基準か


ら従事者を絞り込む 


 


 


 


（第５回社会機能分科会 資料２Ｐ３及び第７回社会機能分科会 資料２Ｐ７～


９を基に作成） 


① ステップⅠ＜業務基準＞ 


 


○ 医療提供体制を確保することが新型インフルエンザ等対策の基本であるこ


とを鑑みると、医療の提供の業務を特定接種の対象とすることは当然に必要


である。 


 


○ 「国民生活及び国民経済の安定に寄与する業務」については、住民接種よ


りも先行して実施することに対する特措法上の高い公共性・公益性の観点か


ら業務の基準を設ける必要がある。 


 


○ 指定公共機関は、新型インフルエンザ等の発生による「国民生活及び国民


経済に及ぼす影響の 少化」を目的とするため、「新型インフルエンザ等に対


処するための必要な措置との関連性」を有する「医療、医薬品又は医療機器


の製造又は販売、電気又はガスの供給、輸送、通信その他の公益的事業を営


む法人」を指定することとなる。 


指定された法人は、新型インフルエンザ等発生時における業務継続の責務を


有し」（特措法第３条第５項）、新型インフルエンザ等対策に係る業務計画の作
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成（特措法第９条）、備蓄（特措法第 10 条）、政府対策本部長等による総合調


整・指示（特措法第 20 条等）や、個別の措置の実施要請・指示（特措法第 43


条、第 47 条、第 52 条、第 53 条、第 54 条）に従い、国や地方公共団体と連携


協力し、新型インフルエンザ等対策の万全を期す責務（法第３条第６号）を有


する。 


  このため、指定公共機関は、国、地方公共団体と並ぶ新型インフルエンザ


等対策の実施主体である点に、特措法上の高い公共性・公益性が認められる。 


 


○ このため、指定公共機関は登録事業者に必要な特措法上の公共性・公益性


を満たす核心的存在であると考えられ、ステップⅠ＜業務基準＞は、指定公


共機関を中心にその基準を設けることが適当であり、具体的には以下のとお


りである。 


 


Ａ．医療分野（「医療の提供の業務」に該当する「業種」） 


 １．新型インフルエンザ等医療型 


   （基準）新型インフルエンザ等医療 


 ２．生命保護型 


 （１）重大・医療系 


    （基準）新型インフルエンザ等医療には従事しないが、生命・健康に


重大・緊急の影響がある医療 


（２）介護・福祉系 


    （基準）サービスの停止等が利用者の生命維持に重大・緊急の影響が


ある介護・福祉事業 


        具体的には、＜Ｐ＞ 資料２Ｐ８ 


Ｂ．国民生活・国民経済安定分野（「国民生活及び国民経済の安定に寄与する業


務」に該当する「業種」） 


 １．指定型 


   （基準）指定（地方）公共機関に指定されている法人が行う特措法が想


定する措置のための業務 


 ２．指定同類型 


（１）業務同類系 


    （基準）指定（地方）公共機関と同種の公益的事業を営みながらも事


業規模の観点から指定されない公益的事業法人が行う特措法が


想定する指定公共機関の措置のための業務 


       ※ 新型インフルエンザ等対策の効果を一層強固なものとする


ためには、指定（地方）公共機関に準じて特措法が想定する







20 
 


措置に該当する業務を行わせることが重要であり、登録事業


者に該当するものと考えられるため。 


（２）社会インフラ系 


    （基準）電気やガスと類似した国民生活及び国民経済全体に関わる基


盤事業と評価できるものであり、かつ、発生時においてもその


事業の安定的に継続する責務を負わせることが必要にしてやむ


を得ないものと同等レベルの公益性を満たす業務（石油元売事


業者、金融証券決済事業者） 


 


○ それ以外の業務を行う業種については、保険業、食料品製造・販売・流通


業、生活必需品・衛生用品関連業、倉庫業、火葬・埋葬業、感染性廃棄物処


理業が対象となると考えられる。 


 


② ステップⅡ＜事業者基準＞ 


（第７回社会機能分科会 資料２Ｐ１０を基に作成） 


○ ステップⅠで選定した業務を行う事業者について、特措法第４条第３項の


努力義務（事業継続義務）を果たし得るか等についての基準を設ける必要が


ある。このため、「Ａ．医療分野」は、以下の事業者基準②を、「Ｂ．国民生


活・国民経済安定分野」は、以下の事業者基準①、②のいずれも同時に満た


すことを基準とすることが適当である。 


 


○ 特定接種を迅速に進め、住民接種をできる限り早く実施するため、事業者


は自らが接種体制を整えることが必要となる。このため、「B 国民生活・国民


経済安定分野」の事業者基準は、産業医を選任していること6とする（事業者


基準①）。 


なお、「新型インフルエンザ等医療分野」及び「重大・緊急医療系」につい


ては、当該基準は適用しないこととするが、事業者自ら接種体制を整えること


を求めることが必要である。また、「介護・福祉系」については、嘱託医に依


頼するなど迅速に接種が行える体制を確保することが必要である。 


 


○ 登録事業者は、当該「業務を継続的に実施するよう努め」る義務（第４条


第３項）を負うことから、新型インフルエンザ等発生時から終息までの間、


継続し得る体制・計画が整っていなければならない。このため、事業者基準


として BCP の作成を義務付けることとする（事業者基準②）。 


                                                  
6 労働安全衛生法に基づき、従業員数が 50 人以上の事業所に選任義務あり 
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○ なお、特定接種は、「緊急の必要」があるときに実施するものであり、同種


事業を提供し得る事業者が多数存在し、まん延時にもある程度の事業を継続


していることが想定される場合は特定接種の必要は少ないと考えられる。 


 


③ ステップⅢ＜従事者基準＞ 


 


○ 登録事業者として登録した場合であっても、当該業務に従事する者が全て


特定接種の対象となるのではなく、特措法第 28 条第１項第１号の「これらの


業務に従事する者」の規定に基づき、厚生労働大臣が定める基準に該当する


者に限定される。特定接種が住民接種よりも先行することに鑑みれば、この


厚生労働大臣が定める基準についても、登録の基となる当該業務を実施する


ために必要 小限の従事者に限定されなければならない。このため、ステッ


プⅡで絞り込んだ事業者の当該業務に「従事する者」についての基準を設け


ることが適当であり、具体的には以下のとおりである。 


＜Ｐ＞ 資料２Ｐ１１～ 


 


（４）発生時の特定接種実施の基本的考え方と登録のあり方 


（第６回社会機能分科会 資料２Ｐ１１を基に作成） 


○ 特定接種の範囲の考え方については、平時に整理して準備しておくことが


重要であり、発生時の特定接種の範囲については、これらに基づきあらかじ


め登録された事業者・従事者について実施することが基本である。 


ただし、生命保護と直接関係する医療分野を除くあらかじめ登録された事業


者・従事者については、例外的であるが、病原性が高く出る層、ワクチンの出


荷時期、感染拡大の状況、社会混乱の様相など、具体的状況に応じて、これら


の者の中から実際に特定接種を実施する者を絞り込んで決定せざるを得ない


場合等もあり得る。 


国民の生命・健康を保護し、国民生活・経済への影響を 小にすることが特


措法の目的であり、発生時において、具体的状況も踏まえ、特措法の目的に照


らして政策判断を行い 終的決定することが適切である。 


 


○ このため、登録制度は、登録により、登録事業者に特定接種の実施を請求


する権利は発生しない仕組みとすべきであり、登録実施要領において登録に


より登録事業者に接種実施の請求権が発生しないことなどの具体的な地位や


登録事業者に対する事業継続の努力義務等を明示することが必要である。 
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○ さらに、以下のような事項についても、登録実施要領に明示することが必


要である。 


・ 事業者から登録申請がなされた際、行政から申請内容の確認等のため、  


関係事業者に対し必要なデータの提出を求めた場合、当該データ等の提出が


なされない場合には申請は受理されない（登録ができない）。 


・ 事実と異なる申請をして登録された事業者については、登録が抹消する。


悪質な場合には事業者名が公表する。 


・ 登録申請に当たっては、事業継続計画の提出を求める。 


 


（５）登録事業者の責務の担保措置 


（第６回社会機能分科会 資料２Ｐ１２を基に作成） 


○ 登録事業者として登録した事業者は、「業務を継続的に実施するよう努め」


る義務（第４条第３項）を負うこと、住民への接種よりも先に接種すること


から、いわゆる「打ち逃げ」防止等のため、特措法上の公共性・公益性と登


録事業者の利益の程度に応じた地位義務を明確にする必要がある。 


 


○ このため、例えば、以下のような措置が必要である。 


・ 登録事業者として登録した事業者については、その事業者名を登録完了 


時に公表する。 


・ 新型インフルエンザ等発生時に、登録事業者にワクチンを接種した場合 


には、以下の事項を届出又は公表する。 


  ＜届出＞ 接種した事業者名、事業者ごとの接種人数、接種した個人名 


       事業者ごとの接種人数のうち実際に勤務した人数 


  ＜公表＞ 接種した事業者名、事業者ごとの接種人数 


 


（６）公務員の特定接種対象者について 


 


○ 公務員の特定接種対象者についても、民間事業者である登録事業者におけ


る対象者の考え方を踏まえ検討を進めていく必要がある。 


 





